
「学校図書館」の問題点と現状
学校図書館整備計画＜図書整備状況＞

※概要資料第6次「学校図書館図書整備等 5 か年計画」より

小さい学校は

なぜ読める本が
少ないの？

教科書はデジタルなのに

なぜ読書は
紙なの？

不自由があると

なぜ読書が
できないの？

 学校の規模や地域に
よる蔵書数の格差

 本の選定・廃棄・更新
が適切に行われてい
ない

 紙の本や参考書
は重い

 PCと本で机がいっ
ぱい

 障害のある子供は紙の
本にアクセスできない

 日本に住む母国語が日
本語でない子供が本を
読めない

 真の「教育の機会均等」を実現（学校教育に関する教育基本法第三条）
 GIGAスクール構想の促進
 SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」の促進

「学校デジタル図書館」で
ユニバーサルな教育を実現しよう

図書整備率はいつまでも未達のまま



小さい学校も
大きい学校も

たくさんの本が
読める

いつでもどこでも
必要な時に

すべての本に
アクセスできる

不自由があっても
すべての子供に

アクセシブルな
読書環境を提供

安定財源により

持続的に運営
される図書館

本の選定・廃棄・更新が

低コストで柔軟に
運用できる

「学校デジタル図書館」とは？



なぜ「学校デジタル図書館」が必要？

すべての子どもを取り残すことがないユニバーサルな読書体験を

教育のデジタル化・格差解消の促進 デジタル図書ならではのメリット

 学校規模や地域格差、世帯収入による読書
機会・環境の格差を是正

 デジタル化に伴う読書バリアフリー環境の拡大

 安定財源による持続的な運営が可能

 GIGAスクール環境を基盤に小中学校の教育
インフラを活用・促進

 紙の本と比較してより低いコストではるかに多
くの本を蔵書可能

 本の選定・廃棄・更新が柔軟

 インターネットの情報として本は親が安心して
アクセスさせられるメディア



「学校デジタル図書館」仕組みのイメージ（案）

出版社

児童・生徒

使用
許諾

 国・地方自治体・民間出資による財団法人・株式会社・
独立行政法人などの新設または既存法人の活用

 国または地方自治体による運営費の助成の有無の検討

＜要検討項目とその方法＞
 学校図書館法改正によるデジタル図書の位置付け、
または「学校デジタル図書館法」の制定

 「学校図書整備計画」にデジタル図書の位置付け追加
 「地方交付税」の書籍購入にデジタル図書を追加
 研究会などにより論点整備

地方自治体

国
（文科省・総務省）

地方交付税交付
（現状は年間200億円
分が該当、デジタル図
書を特別地方交付税
とすることも要検討）

利用料支払い
（一定の方式で
算定した額を毎
年度支払い）

学校デジタル図書館

利用料支払い
（一定の方式で
算定した額を毎
年度支払い）

独自ポータルの参加 先行民間サービスの参加

A：小学校 B：小学校 C：特別支援学校

著者
（著作権者）

コンテンツ提供

著作権料
支払い


